
令和７年度品川区児童相談所の運営実績について

1 相 談 受 理 状 況 一 時 保 護 状 況

里 親 登 録 状 況

【令和７年度速報値】

令和７年度相談受理件数
（R7.4～R8.3） 1,706件 ／うち虐待件数 878 件
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令和７年度一時保護延べ人数
（R7.4～R8.3） 136人 ／実数 117人
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※一時保護所定員：14人

養育家庭 専門養育家庭 親族里親 養子縁組里親
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１８９
見守り
ﾎｯﾄﾗｲﾝ

LINE
相談

文書 その他 合計

77 1269 248 258 11 14 26 1903

令和７年３月３１日時点 29 件 ⇒ 34 件（＋5）
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定員超過が常態化する中、個別的ケアを必要とする児童が多いため、一時保護委託先を

確保するとともに、個々の適切な支援をするため職員の育成が急務である。

施設入所措置等状況3
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令和７年３月３１日時点 92 件 ⇒ 94 件（+2）
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令和６年度に比べて月平均受理件数は増加したが、虐待件数の割合は減少した。!

令和６年度に比べて家族・親戚からの相談が増加し、認知度の向上が窺える。!

!

● 相談受理件数の推移 ●総件数 ●虐待件数

● 経路別受理件数

● 相談種別受理件数 ● 虐待種別受理件数

● 相談受付 件数

《区一時保護所》●新規入所数 ●当月最大入所児童数
《一時保護委託》●一時保護委託児童数

● 一時保護施設入所児童数の推移

● 一時保護委託先別延べ人数

●総件数 ●虐待件数

※受付件数≒受理件数。受付時の相談等で終えてケースとして受理に至らない場合は、受理件数に計上されない。※
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※重複登録あり
※『社会的養育推進計画』

において目標値設定予定
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※措置・措置変更の件数● 令和７年度措置等 件数※ ● 各月措置等件数の推移

4月 5月 6月 7月 8月  9月

63 62 62 63 64 63 61 61 60 60 58 62

【資料７】
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